
区健康危機対策要領 

 

 

【目的】  

第１条 この要領は、感染症その他何らかの原因により生じる健康被害の未然防止及び健康

危機発生時の基本的な取組み方針並びに必要な体制を定めることにより地域住民及び職員

の安全の確保を図る。  

 

【定義】  

第２条 健康危機対策は、地域住民の健康、生命の安全を脅かす事象に対して健康被害の未

然及び拡大防止等に関する行動をいう。  

２  レベル３ ※１（発症者（疑似患者）が５０名）」以上の事象においては別途定めるレ健

康危機管理実務マニュア３」を適用し、ベル３ 未満の事象発生時に対しては、既定のレ感

染症対策予防マニュア３」に従う。なお、食中毒が疑われる場合は、保健所感染症対策課を

通じて、保健所生活衛生監視事務所に調査依頼し合同で調査を行う。    

 

【基本方針】  

第 条 日頃から健康危機の未然防止の視点を持ち、被害の最小化に向けて合理的な健康危

機管理体制を構築する。  

２ 職員の健康危機管理意識の醸成を行うとともに質の向上を図るために教育・訓練を行う。  

  関係部局、部署との連携を密にし、応援協力体制を図る。  

４ 健康危機管理に関する情報の収集、伝達及び管理を行うとともに、プライバシーの保護

等に十分配慮する。  

 

【組織】  

第４条 本部には、本部長（区長）、副本部長（副区長）及び本部員（関係担当課長級）を置

く。  

２ 本部は、所内に横断的に活動できる庶務班、調査班、予防班、健康相談班、情報収集班、

広報班、出張所班、及び所内班を設置する。  

なお、本部は、必要に応じ、班の体制を変更することができる。  

  本部は、健康危機事象が単独で生じる場合、もしくは自然災害等の終了後も継続してい

る場合は本要領を適用する。  

 

【役割】  

第５条 本部長は、健康危機事象の発生から収束の間、方針の決定及び職員を指揮監督する

とともに、地域における健康危機に関する情報、並びに健康危機管理に関する事項を統括す



る。  

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。  

  本部長は、必要に応じてレ健康危機管理会議」を開催する。  

４ 本部長は、各班の長を任命する。  

５ 各班の役割は以下のとおりとする。  

 

（１） 庶務班  

・各班の連絡統制に関すること  

・関係機関（府・国等）への応援協力に関すること  

・保健所・健康局との連絡調整に関すること  

・健康危機管理会議及び健康危機管理担当者会議の開催に関すること  

・マスメディアの対応、広報、情報の発信に関すること  

・ボランティア活動の受入調整や指示・支援に関すること  

・その他機関等との連絡調整に関すること   

・その他、班の所管に属さないこと  

 

（２） 調査班  

・発症者（疑似患者）・患者の調査に関すること  

・接触者調査及び健康診断に関すること  

・患者収容に関すること  

・検体の提出依頼に関すること  

 

（ ） 予防班  

・防疫に係る予防、注意に関すること  

・患者の立ち入り先の消毒に関すること  

・感染地域の消毒に関すること  

・検体の搬送に関すること  

 

（４） 健康相談班   

・地域住民からの医療や健康の受付相談に関すること  

・医薬品、治療及び病院情報に関すること  

 

（５） 情報収集班  

・調査情報のまとめに関すること  

・関係機関からの情報及び事例検討会資料作成に関すること  

・地域住民、町会組織、議員、職員、NPO団体、危機管理会社からの情報収集に関するこ



と 

・インターネット、電話などによる地域の情報収集に関すること  

 

（６） 広報班  

・広報発表文、広報紙、及びパンフベットの作成に関すること  

・広報車、報道機関の活用に関すること  

・インターネット及びホームページによる情報の発信、及び整備・更新に関すること   

 

（７） 出張所班  

・出張所での情報収集及び検体採取に関すること  

・避難誘導及び発症者の搬送に関すること  

 

（８） 所内班  

・保健福祉センターの不測の事態時の応援及び調整に関すること  

 

【情報収集】  

第６条 関係部局、専門機関、地域住民及びインターネット等から情報収集を行い、特に、

緊急時には、情報過多となるので、信頼性、正確性の高い情報の評価を実施し採択する。  

 

【広報】  

第７条 健康危機の拡大防止や社会的混乱の防止を図るために正確で迅速な情報提供を行う。

また、方法は連合町会組織、広報車、マスメディア、ホームページ等の幅広い方法で行う。  

 

【訓練・研修】  

第８条 日頃から全庁的に職員の危機管理意識を醸成するために、緊急時における対応に関

する研修並びに情報収集、実地訓練などを行う。   

 

【危機終了後の評価】  

第９条 健康危機の発生時から経過等の記録を集積し、今後の被害発生リスクを最小限にと

どめるために、健康危機管理マニュア３等の見直しを行う。  

 

【事務局】  

第 10 条 事務局は、東住吉区保健福祉センターに置き保健福祉課（保健）の職員をあてる。  

2  

附 則  

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。  



平成２５年１月１日一部改正  

平成２６年４月１日一部改正  

 

※１ 地域の発生ベル３  

ベル３１：発症者（疑似患者）10 名以下  

ベル３２：発症者（疑似患者）10 名以上  

ベル３ ：発症者（疑似患者）50 名以上  

ベル３４：発症者（疑似患者）500 名以上  

※２ 患者とは症状を呈しており細菌学や血清学的検査などの検査で病名などが確定してい

る者。  

※  発症者、（疑似患者）とは症状を呈しているが、細菌学や血清学的検査などによる確定

診断が行われていない者  

 


